
浴室等利用料金改正のお知らせ 

 

浴室（マイスポスポーツセンターＴＡＲＵＭＩ及びかわなべスポーツセンター）及びはく

ちょう温泉の利用料金につきまして、「香川県知事が定める公衆浴場入浴料金の額

（統制額）」が改正されたことに伴い、次のとおり改正いたします。 

  

〇浴室及びはくちょう温泉利用料 

 （単位：円） 

 金   額 

区 分 現  行 改正後 

1 人１回 1 回券１１枚 １人１回 １回券１１枚 

高齢者 ４００ ４，０００ ４５０ ４，５００ 

一 般 ５２０ ５，２００ ５９０ ５，９００ 

小 人 ２６０ ２，６００ ３００ ３，０００ 

 

＊料金改正実施時期：令和５年１０月１日（日） 

 

 

公益財団法人高松市スポーツ協会 

 


